
 

 

 
 

2019 年度 春闘要求書に対する QST 回答 
 

5 月９日（木）に量研機構（QST）へ提出した「2019 年度春闘要求書」につい

て、5 月 24 日（金）に回答を受領しました。 

要求書は「6 月期期末・勤勉手当（ボーナス）」と「賃金・労働条件改善要求」で構

成されるもので、機構で働く人達の賃金・労働条件・職場環境の改善に留まらず、機構

の運営方針や研究開発のあり方を問いただすものとしました（要求書の詳細は 5 月 10

日（金）発行の「あゆみ速報 QST70-08」をご覧ください）。 

しかし、回答は期末手当については昨年 6 月と同じ数値で、賃金・労働条件について

は、大半は現状をよしとする内容に留まっております。以下に回答内容を示します。 

今後は、5 月 31 日（金）に那珂研で「原研労組」と「放医研労組」との共同で事務

折衝を開催する予定です。要求書の内容について議論し、前向きな回答を引き出せるよ

うに務めていきますので、皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。 

****************************************************************************** 

[ 以下、6 月期期末・勤勉手当（ボーナス）への回答 ] 

令０１量研（人）０４４ 

令和元年５月２３日 

日本原子力研究開発機構労働組合 

 中央執行委員長  深作 秋富 殿 

 

放射線医学総合研究所労働組合 

 中央執行委員長  佐藤 眞二 殿 

 

国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 

理事長  平野 俊夫 

 

 

回     答     書 
 

 

２０１９年５月９日付け７０原研労中４－１４号「２０１９年６月期期末・勤勉手当

について（要求書）」について、別紙のとおり回答する。 

 

 

No.0009(QST70-09) 2019.05.29 (水) 
 

原子力平和利用三原則 
－公開・民主・自主－を守ろう 

日本原子力研究開発機構労働組合 

〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方 2-4 
Tel. 029 (282) 5413, 5414   Fax. 029 (284) 0568 

原 研 労 組 中 執 ニュース QST 版 

原研労組に加入し、労働条件の改善と働きがいある職場をともにめざしましょう。（ 内線Tel. 81-5413, 81-5414 ） 

URL http://orange.zero.jp/genkenrouso.wing/  E-mail genkenrouso@muse.ocn.ne.jp 
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別紙 

１．貴労働組合要求事項１．について（機構の自主性） 
 

機構の運営に当たっては、中長期計画に基づいて実施しているところであり、職員の

給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、役職員給与の在り方につい

て検証した上で、業務の特殊性を踏まえた適正な水準を維持することとしている。 

 

２．貴労働組合要求事項２．について（一時金の配算） 
 

機構においては、期末手当、勤勉手当（対象者は定年制職員及び任期付職員。）及び

期末・勤勉手当（対象者は任期付職員（専門業務員）及び専門業務員。）（以下「期末

手当等」という。）を支給することにしており、貴労働組合要求の一時金は期末手当等

に当たるものと思われるため、期末手当等について次のとおり回答する（以下同じ）。 

 

（1）機構は、管理職の「職責の重さ」に応じて加算を行っている現行の取扱いは適当

と考えており、全職員同一算式で支給するようにとの要求については応じる考えはな

い。 

（2）貴組合員への期末手当等の配算については、以下のとおりである。 

 

1）定年制職員 

・令和元年 6 月 1 日（基準日）に在職する定年制職員である貴組合員 

・基準日前 1 か月以内に退職し、又は死亡した定年制職員である貴組合員 

に対して、 

 

定年制職員給与規程（28（規程）第 17 号）第 42 条第 1 項及び第 45 条第 1 項の 

規定に基づき、支給する。 

支給算式については、「３．」を参照。 

 

2）任期付職員 

・令和元年 6 月 1 日（基準日）に在職する任期付職員である貴組合員 

・基準日前 1 か月以内に退職し、又は死亡した任期付職員である貴組合員 

に対して、 

 

任期付職員規程（28（規程）第 57 号）第 5 条の規定に基づき、支給する。 

支給算式については、「３．」を参照。 

 

注）ここでいう任期付職員とは、国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構の定年制 

職員を出向により機構が任期付職員として受け入れた者 及び 国立研究開発法人 

日本原子力研究開発機構の嘱託の者を機構が任期付職員として採用した者をいう 

（以下同じ）。 
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3）任期付職員（専門業務員） 

・令和元年 6 月 1 日（基準日）に在職する任期付職員（専門業務員）である貴組合員に  

対して、任期付職員規程（28（規程）第 57 号）第 5 条及び専門業務員規程（28

（規程）第 52 号）第 5 条第 3 項の規定に基づき、支給する。 

支給算式については、「３．」を参照。 

 

注）ここでいう任期付職員（専門業務員）とは、国立研究開発法人日本原子力研究開発

機構の嘱託の者を機構が出向により受け入れた者をいう（以下同じ）。 

 

4）専門業務員 

・令和元年 6 月 1 日（基準日）に在職する専門業務員である貴組合員に対して、 

専門業務員規程（28（規程）第 52 号）第 5 条第 3 項の規定に基づき、支給する。 

支給算式については、「３．」を参照。 

 

（3）期末手当等の支給原資の算出根拠となる支給月数は、以下のとおりである。 

1）定年制職員 

２．２２５月（期末手当０．４月、勤勉手当１．８２５月の合計） 

2）任期付職員 

２．２２５月（期末手当０．４月、勤勉手当１．８２５月の合計） 

3）任期付職員（専門業務員） 

   １．４５月 

4）専門業務員 

   １．４５月 

 

（4）期末手当等支給原資の基礎データ（平均値）については、以下のとおりである。 

ただし、令和元年 5 月 24 日現在であり、令和元年 6 月 1 日（基準日）で変動する

ことがある。 

 

1）定年制職員 

ア．研究職・技術職・事務職 1 級～5 級相当の職員（医療職（二）3 級の職員含む。） 

 

俸給の月額 325,299 円 

主任研究員手当 7,833 円 

診療放射線技師調整手当 595 円 

初任給調整手当 15 円 

扶養手当 7,536 円 

地域調整手当 22,773 円 

合計 364,051 円 
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イ．研究職・技術職・事務職 6 級相当の職員 

 

俸給の月額 434,631 円 

主幹研究員手当 17,222 円 

診療放射線技師調整手当 0 円 

扶養手当 14,460 円 

地域調整手当 23,677 円 

合計 489,990 円 

注）診療放射線技師調整手当は、支給対象者がいないため 0 円となっている。 

 

ウ．研究職・技術職・事務職 7 級相当の職員   

 

俸給の月額 479,103 円 

職責手当 75,622 円 

診療放射線技師調整手当 198 円 

扶養手当 16,651 円 

地域調整手当 30,071 円 

合計 601,645 円 

 

エ．研究職・技術職・事務職 8 級相当の職員   

 

俸給の月額 540,322 円 

職責手当 95,000 円 

診療放射線技師調整手当 0 円 

扶養手当 12,742 円 

地域調整手当 37,711 円 

合計 685,775 円 

 

2）任期付職員 

ア．研究職・技術職・事務職 1 級～5 級相当の職員 

 

俸給の月額 193,682 円 

主任研究員手当 805 円 

診療放射線技師調整手当 0 円 

初任給調整手当 0 円 

扶養手当 2,988 円 

地域調整手当 6,192 円 

合計 203,667 円 
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注）診療放射線技師調整手当及び初任給調整手当は、支給対象者がいないため 0 円と 

なっている。 

 

イ．研究職・技術職・事務職 6 級相当の職員 

 

俸給の月額 477,400 円 

主幹研究員手当 0 円 

診療放射線技師調整手当 0 円 

扶養手当 16,500 円 

地域調整手当 14,817 円 

合計 508,717 円 

注）主幹研究員手当及び診療放射線技師調整手当は、支給対象者がいないため 0 円と 

なっている。 

 

3）任期付職員（専門業務員）   

    

俸給 245,400 円 

合計 245,400 円 

 

4）専門業務員 

 

俸給 284,760 円 

合計 284,760 円 

 

３．貴労働組合要求事項３．について（一時金の支給枠） 
 

機構が規程に定めている支給算式は、総人件費の原資枠の範囲において支給するため

に合理的なものと考えており、貴労働組合要求の支給式の適用については応じられな

い。 

 

参考として、支給算式は以下のとおりである。 

 

（1）定年制職員  

定年制職員の支給算式については、機構の規程に定める支給算式に基づき、次のとお

りとする。 

 

1）研究職・技術職・事務職 1 級～5 級相当の職員 

 （医療職（二）3 級の職員含む。） 
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＜期末手当＞ 

{（俸給の月額）＋（主任研究員手当）＋（診療放射線技師調整手当）＋ 

（初任給調整手当）＋（扶養手当）＋（地域調整手当）＋（職務段階に応じた加算額）} 

× 0.4 ×（在職期間別割合） 

 

＜勤勉手当＞ 

{（俸給の月額）＋（主任研究員手当）＋（診療放射線技師調整手当）＋ 

（初任給調整手当）＋（扶養手当）＋（地域調整手当）＋（職務段階に応じた加算額）} 

× 1.825 ×（期間率） 

 

注１）職務段階に応じた加算額は、4 級及び 5 級の職員を対象とし、 

（俸給の月額＋診療放射線技師調整手当＋（（俸給の月額＋診療放射線技師調整手当）

×地域調整手当率））×0.05 とする。 

注２）勤勉手当の成績率（1.825）は人事評価が確定していないため、現在調整中で 

あり、変動することがある。 

 

2）研究職・技術職・事務職 6 級相当職員 

＜期末手当＞ 

{（俸給の月額）＋（主幹研究員手当）＋（診療放射線技師調整手当）＋（扶養手当）＋

（地域調整手当）＋（職務段階に応じた加算額）} × 0.4 ×（在職期間別割合） 

 

＜勤勉手当＞ 

{（俸給の月額）＋（主幹研究員手当）＋（診療放射線技師調整手当）＋（扶養手当）＋

（地域調整手当）＋（職務段階に応じた加算額）} × 1.825 ×（期間率） 

 

注１）職務段階に応じた加算額は、 

（俸給の月額＋診療放射線技師調整手当＋（（俸給の月額＋診療放射線技師調整手当）

×地域調整手当率））×0.1 とする。 

注２）勤勉手当の成績率（1.825）は人事評価が確定していないため、現在調整中で 

あり、変動することがある。 

 

3）研究職・技術職・事務職 7 級相当職員 

＜期末手当＞ 

{（俸給の月額）＋（職責手当）＋（診療放射線技師調整手当）＋（扶養手当）＋ 

（地域調整手当）＋（職務段階に応じた加算額）＋（管理職加算額）} × 0.4 × 

（在職期間別割合） 
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＜勤勉手当＞ 

{（俸給の月額）＋（職責手当）＋（診療放射線技師調整手当）＋（扶養手当）＋ 

（地域調整手当）＋（職務段階に応じた加算額）＋（管理職加算額）} × 1.825 ×

（期間率） 

 

注１）職務段階に応じた加算額は、 

（俸給の月額＋診療放射線技師調整手当＋（（俸給の月額＋診療放射線技師調整手当）

×地域調整手当率））×0.15 とする。 

注２）管理職加算額は、俸給の月額 × 0.12 とする。 

注３）勤勉手当の成績率（1.825）は人事評価が確定していないため、現在調整中で 

あり、変動することがある。 

 

4）研究職・技術職・事務職 8 級相当職員 

＜期末手当＞ 

{（俸給の月額）＋（職責手当）＋（診療放射線技師調整手当）＋（扶養手当）＋ 

（地域調整手当）＋（職務段階に応じた加算額）＋（管理職加算額）} × 0.4 × 

（在職期間別割合） 

 

＜勤勉手当＞ 

{（俸給の月額）＋（職責手当）＋（診療放射線技師調整手当）＋（扶養手当）＋ 

（地域調整手当）＋（職務段階に応じた加算額）＋（管理職加算額）} × 1.825 ×

（期間率） 

 

注１）職務段階に応じた加算額は、 

（俸給の月額＋診療放射線技師調整手当＋（（俸給の月額＋診療放射線技師調整手当）

×地域調整手当率））×0.2 とする。 

注２）管理職加算額は、俸給の月額 × 0.19 とする。 

注３）勤勉手当の成績率（1.825）は人事評価が確定していないため、現在調整中で 

あり、変動することがある。 

 

（2）任期付職員 

任期付職員の支給算式については、機構の規程に定める支給算式に基づき、次のとお

りとする。 

「３．（１）」の定年制職員の支給算式と同じ。 

 

（3）任期付職員（専門業務員） 

任期付職員（専門業務員）の支給算式については、機構の規程に定める支給算式に 

基づき、次のとおりとする。 

俸給 × 1.45 × 期間率 
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（4） 専門業務員 

専門業務員の支給算式については、機構の規程に定める支給算式に基づき、次のとお

りとする。 

俸給 × 1.45 × 期間率 

 

４．貴労働組合要求事項４．について（一時金の期間率、在職期間別割合） 
 

（1）機構の規程に定める期末手当等の算出に用いる在職期間別割合及び期間率（以下

「在職期間別割合等」という。）は、様々な事情がある場合においても公平公正な運用

とするために規定化したものであり、その内容は適当なものと考える。従って、貴労働

組合要求の期末手当等の期間率等の適用については応じる考えはない。 

 

参考として、在職期間別割合等は以下のとおりである。 

1） 在職期間別割合等 

① 定年制職員 

・ 期末手当の在職期間別割合 

基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間別に次に掲げる区分に応じた 

割合 

ア．６か月        １００分の１００ 

イ．５か月以上６か月未満 １００分の８０ 

ウ．３か月以上５か月未満 １００分の６０ 

エ．３か月未満      １００分の３０ 

 

注 1）給与規程第４２条第２項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員と

して在職した期間とする。 

注 2）上記期間の算定においては、以下に掲げる期間を除算する。 

1）停職者及び無給派遣職員として在職した期間については、その全期間 

2）育児休業をしている職員として在職した期間については、その２分の１の期間 

3）休職にされていた期間（一部除外あり）については、その２分の１の期間 

・ 勤勉手当の勤務期間別割合 

 

６月１日以前１年間を半期毎に区分し、以下の勤務期間区分の割合を各々算出し、 

それらの平均値 

ア．前年６月２日から前年１２月１日まで 

イ．前年１２月２日から当該年６月１日まで 
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勤 務 期 間 割 合 

６箇月 １００分の１００ 

５箇月１５日以上６箇月未満 １００分の９５ 

５箇月以上５箇月１５日未満 １００分の９０ 

４箇月１５日以上５箇月未満 １００分の８０ 

４箇月以上４箇月１５日未満 １００分の７０ 

３箇月１５日以上４箇月未満 １００分の６０ 

３箇月以上３箇月１５日未満 １００分の５０ 

２箇月１５日以上３箇月未満 １００分の４０ 

２箇月以上２箇月１５日未満 １００分の３０ 

１箇月１５日以上２箇月未満 １００分の２０ 

１箇月以上１箇月１５日未満 １００分の１５ 

１５日以上１箇月未満 １００分の１０ 

１５日未満 １００分の５ 

零 零 

注１）勤務期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とす

る。 

注２）上記期間の算定においては、以下に掲げる期間を除算する。 

1）停職者及び無給派遣職員として在職した期間 

2）育児休業をしている職員として在職した期間（当該育児休業の承認に係

る期間（当該期間は二以上ある場合は、それぞれの期間を合算した期

間）が 1 か月以下である職員を除く。） 

3）休職にされていた期間 

4）給与規程第１０条の規定により給与を減額された期間 

5）負傷又は疾病（業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険

法（昭和２２年法律第５０号）第７条第２項及び第３項に規定する通勤

による負傷若しくは疾病（派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾

病又は労働者災害補償保険法第７条第２項及び第３項に規定する通勤に

よる負傷若しくは疾病を含む。）を除く。）により勤務しなかった期間

から定年制職員就業規程（28（規程）第 6 号）第１７条に規定する休日

（以下、「休日」という。）を除いた日が６０日を超える場合には、そ

の勤務しなかった全期間 

6）介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間（休日除く）が３０日を超

える場合には、その勤務しなかった全期間 

7）育児部分休業及び介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が３

０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

8）全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号にかかわらずその

全期間 
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② 任期付職員 

・ 期末手当の在職期間別割合 

  「４．（１）１）①」の定年制職員の期末手当の在職期間別割合と同じ。 

・ 勤勉手当の勤務期間別割合 

  「４．（１）１）②」の定年制職員の勤勉手当の勤務期間別割合と同じ。 

 

③ 任期付職員（専門業務員） 

・ 期末・勤勉手当の期間率 

支給対象期間（基準日以前６か月以内の期間）に欠勤がある場合は、期間

率を乗じて支給する。なお、期間率は支給対象期間における出勤日数を同

期間における出勤すべき日数で除して得た値（少数点第三位を切上げ）と

する。 

 

④ 専門業務員 

「４．（１）１） ③）」の任期付職員（専門業務員）の期末・勤勉手当の期

間率と同じ。 

 

（2）中途採用者及び退職者に貴労働組合員はいないものと承知している。 

 

（3）死亡退職者に貴労働組合員はいないものと承知している。 

 

（4）機構の規程に定める期末手当の在職期間別割合は「４．（１）１）①」のとおり

であり、貴労働組合要求の期末手当の在職期間別割合の適用については応じる考えは

ない。 

 

５．貴労働組合要求事項５．について（育児休業者の期間率） 
 

機構の規程に定める育児休業者の期末手当等は以下のとおりであり、貴労働組合要求

の育児休業者の一時金における支給対象在職期間及び期間率については応じる考えはな

い。 

 

（1）対象期間 

1） 期末手当 

基準日（6 月 1 日）以前 6 か月以内において勤務した期間がある職員に対

しては期末手当を支給する。 

2） 勤勉手当 

基準日（6 月 1 日）以前 1 年以内において勤務した期間がある職員に対し

ては勤勉手当を支給する。 
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（2）対象期間内の全期間において、育児休業している職員に対しては期末手当等を

支給しない。 

 

（3）期末手当等における在職期間別割合は次のとおりである。 

1） 期末手当 

対象期間内に育児休業をしている期間は、その２分の１を除算し、「４．

（１）１）①」の区分に応じた割合を在職期間別割合とする。 

2） 勤勉手当 

育児休業をしている期間（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が二

以上ある場合は、それぞれの期間を合算した期間）が 1 か月以下である職員

を除く。）を除算し、「４．（１）１）②」の期間及び区分に応じた割合を

勤務期間別割合とする。 

 

６．貴労働組合要求事項６．について（一時金の支払日） 
 

期末手当等の支給額は 6 月 21 日に確定し、その後、銀行から職員の給与口座への

入金までに数日間必要となるため、貴労働組合要求の一時金の支払日については応じ

られない。 

参考として、機構の規程に基づく今年度の支給日は令和元年 6 月 28 日である。 

以 上 

****************************************************************************** 

[ 以下、賃金・労働条件改善要求への回答 ] 

令０１量研（人）０４４ 

令和元年５月２３日 

日本原子力研究開発機構労働組合 

 中央執行委員長  深作 秋富 殿 

 

放射線医学総合研究所労働組合 

 中央執行委員長  佐藤 眞二 殿 

 

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 

理事長  平野 俊夫 

 

 

回     答     書 
 

 

 ２０１９年５月９日付け７０原研労中４－１４号「２０１９年度春闘 賃金・労働 

条件改善要求について（要求書）」について、別紙のとおり回答する。 
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 別紙 

Ⅰ．賃金の大幅引上げと格差是正について 
 

 職員の給与等の労働条件については、「一般職の職員の給与に関する法律の適用を受

ける国家公務員の給与等々を考慮して定めなければならない」とする独立行政法人通則

法や国家公務員の給与改定に関する取扱い等の閣議決定の趣旨を踏まえて、貴組合と協

議を尽くしたいと考えている。 

 

労働条件に係る事項については、今後とも貴組合と協議していく所存である。  

給与改定交渉の基礎資料については、これまでも必要に応じて、その都度内容を労使

交渉の席で説明しており、今後も同様にしたいと考えている。 

 

臨時用員の賃金等についても適当と考えている。 

また、休職者の給与の取扱い等については、妥当なものであると考えている。 

 

 人事評価制度については、貴組合と十分協議を行い導入しており、適正に運用されて

いるものと認識している。評価結果を基に成果を上げるためにどうしたらよいか、適切

な日常的指導、評価対象期間終了時のフィードバックを通じて所属長と本人が話し合

い、人材育成、モチベーションの維持・向上に繋げていくことが重要であると考えてい

る。今後も、制度や評価方法等を常に点検し、必要な改善を図っていく所存である。 

 

Ⅱ．諸手当の引上げと新設について 
 

 職員の給与等の労働条件については、現行の取扱いは妥当なものであり、また、必要

に応じ随時見直しを行っているところである。今後も「一般職の職員の給与に関する法

律の適用を受ける国家公務員の給与等々を考慮して定めなければならない。」とする独

立行政法人通則法や国家公務員の給与改定に関する取扱い等の閣議決定の趣旨を踏まえ

て、貴組合と協議を尽くしたいと考えている。  

 

研究員・技術員手当については、あくまでも移管統合前の課長代理級（6 級）昇任日

前までの保障を定めたものであり、将来にわたってその保障を行うとする趣旨ではな

い。 

また、主幹研究員手当については、その職務の特殊性から支給している制度となるた

め、技術職及び事務職の 6 級に対する新たな制度の新設には応じる考えはない。 

 

放射線取扱主任者（第 1 種）や電気主任技術者（第 1 種～第 3 種）に対しては、資

格取得に係る費用や資格取得者には報奨金を支給することで一定の貢献には報いている

と考えており、応じる考えはない。 
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Ⅲ．時間短縮・休日増及び健康管理等について 
 

 服務管理及び健康管理については、必要に応じ、適宜制度等の見直しを図り、改善を

行ってきているところである。また、時間単位休暇及び半日休暇を含む現行の休暇制度

は適正に運用されているところである。 

 

創立記念日についても新たに休日と定める考えはない。 

永年勤続休暇制度は 2019 年度に新設した制度のため、すでに 20 年又は 30 年に達

した者への永年勤続休暇付与には応じる考えはない。 

 

フレックスタイム制度については、平成 30 年 4 月に制度見直しを行い適用範囲の拡

大及びコアタイムの設定を削除した。また、任期制業務補助員及び臨時用員への適用に

ついては、勤務管理システムの改修に伴う予算措置も必要になるため、引き続き検討し

ていく。 

 在宅勤務制度については、導入に向けて検討を始めたところである。 

ストレスチェック制度については、適切な運用が行われるよう努めていく所存であ

る。 

在職死亡者の遺族に関する要求には応じる考えはない。 

 

  「時間外労働の上限規制」及び「年 5 日の年次有給休暇の確実な取得」については、

平成 31 年 2 月 20 日及び 21 日に貴組合へ説明し、各研究所にて職員説明会を開催し

就業規程等を見直したところである。 

 

Ⅳ．配置転換・出向について 
 

 人事異動は、事業の実施に必要なものであり、業務内容及び職員の能力、適性等を考

慮しながら決定している。また、人事異動に伴う労働条件や業務内容などについては、

所属を通して必要な説明を行う等努めているところである。更に住居の移転が伴う人事

異動については、所属を通して一定の配慮をした時期に必要な説明を行う等努めている

ところである。今後もこのような考え方に沿って運用していきたいと考えている。 

 

 「配偶者同行休業制度」及び「リターン雇用制度」をはじめとする新しい人事制度に

ついては、まずは現行制度の下、適切に運用を行い必要に応じ見直しを行っていく所存

である。 

 

Ⅴ．定年延長・継続雇用制度・再就職について 
 

 定年延長については、国や他の政府関係法人の動向を踏まえて、検討したいと考えて

いる。 

 退職金の調整率改定は、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、同種の給付を行ってい

る民間企業における水準との均衡を図る目的で実施したものであり、現行の退職金水準
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は適当であると考えている。また、定年退職前後の職員に対する新たな手当等の新設に

は応じる考えはない。 

 

 無期転換した臨時用員への退職金支給については、同一労働・同一賃金への対応の中

でその他の処遇も含めて今後検討したいと考えている。 

 

Ⅵ．交替勤務等について 
 

 交替勤務については、貴組合へ十分に説明を行ったうえで、実施しているところであ

る。交替勤務者の勤務管理、健康管理については、適切に行っているところである。 

 

Ⅶ．機構のあり方と研究開発環境の整備について 
 

 機構の業務の運営については、機構の責任においてこれを行うべきものであるが、こ

れが労働条件に係る場合においては、その事項について貴組合と協議することは、当然

である。 

 

 職員に対する任用制度については今後も外部資金の獲得等、財源の拡大に努め、事業

の規模や期間等に応じ、事業を計画的に進めていく上で必要な定年制職員と任期制職員

を適切に採用していきたいと考えている。なお、任期制職員が定年制職員の公募に応募

し選考試験に合格した場合、定年制職員として採用している。また、長期に亘り予算確

保の見込みがある外部資金を雇用財源として期間の定めのない職員として雇用する制度

として特定年俸制職員制度を新設したところである。 

 

裁量労働制については、貴組合等と十分協議し合意の上導入しており、引き続き、適

切な運用が行われるよう努めていく所存である。 

事故・トラブル等が発生した際には、原因や責任の所在に応じて必要な対応をし、人

員の配置、労務管理等についても必要に応じて適切な対応を図っている。 

障害者雇用については、法令及び厚労省のガイドライン等に則り適切に取り扱ってい

るところである。 

 

Ⅷ．正常な労使関係の確立について 
 

 労使の相互理解と信頼の確保については、従来から努力してきたところである。 

 

Ⅸ．その他 
 

 福利厚生施策については、機構を取り巻く諸条件の中で必要なものについて実施して

いく。 

宿舍については、その必要性や使用状況等を踏まえて必要な宿舎を確保するなど適切

な維持管理を引き続き実施していきたいと考えている。 

以 上 


